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３-３ 相手国分担事業の概要 

 本プロジェクト実施に際しての「エ」国側負担事項は以下のとおりである。 

 

① プロジェクトに必要なデータ・資料の提供 

② 本プロジェクトに従事する日本人の入国および滞在の許可と集落での安全確保 

③ 本プロジェクトにより調達される資機材の迅速な通関手続き 

④ 調達資機材および日本人関係者が持ち込む携行資機材に対する免税措置 

⑤ 本プロジェクトにより調達される車両関係の車両登録番号の取得 

⑥ 日本側コンサルタントへの事務所およびカウンターパートの提供 

⑦ 日本側建設工事請負業者への事務所およびモータープールスペースの提供 

⑧ 「エ」国側が合意した保有機材および OJT 要員の日本側建設工事請負業者への貸与 

⑨ 本プロジェクトで建設される施設の適切な維持管理および調達される資機材の適切な使用 

⑩ レベル 2 で商用電力が利用可能な場合、電動ポンプまでのエチオピア電力公社の第一次配

線設備の経費 

⑪ 日本側無償資金協力により負担できない以下の費用の負担 

・ D/D、ソフトコンポーネントおよび OJT に参加する要員の人件費 

・ 銀行取極め（B/A）および支払授権書（A/P）に係る手数料の支払い 

・ 調達資機材のためのワークショップおよび倉庫の整備 

・ 井戸建設用地の確保と井戸建設地点までのアクセス整備・整地 

・ アクセス道路建設に重機が必要な場合の道路建設にかかる重機費用 

・ C/P の日当等、プロジェクトに係る先方技術者の予算 

 

３-４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

運営維持管理体制は大きく分類して実施機関レベル（TWRMEB、WWRMEO）によるものと村落レ

ベル（コミュニティ）によるものに分けられる（図 ３.３０参照）。 

実施機関レベルではコミュニティもしくは村落に対し、住民運営・維持管理組織の形成、サ

ポート及び衛生教育を実施する。また重度な故障は TWRMEB、軽微な故障は WWRMEO で対応する

など、それぞれの組織の役割分担をより明確にする。 

村落レベルでは、水源毎9に水委員会（Water Committee：以下 WC）を設立し、日常的な施設

の運転、水利用料金の収集、清掃、修理などを行なう。また村落毎に水管理委員会（Village Water 

Committee：以下 VWC）を設立し、WC を統括するとともに、運営維持管理を支援する TWRMEB、

WWRMEO に対し、施設の修理やスペアパーツ供給等の要請を代表して行う。 

 

                                                           
9 レベル 1 はハンドポンプ毎、レベル 2 は共同水栓毎 
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（１）給水施設の運営・維持管理計画 

１）維持管理に係る責任分担 

 軽微な故障（パッキン等やポンプ構造、シリンダー構造に影響の無い破損） 

 水委員会が問題箇所の分析、検討→水管理委員会を通じて必要な手配と部品交換 

 重度な故障（ポンプ、シリンダーの交換、修理が必要な故障） 

 水委員会が検討し WWREMO、TWRMEB が必要に応じて必要な手配と部品交換 

 組織の運営面にかかる問題の解決 

 水管理委員会が問題点の認知、把握と対策立案、必要に応じて WWREMO が指導 

 

２）維持管理体制 

（ア）技術側面のマネジメント体制 

 政府が推進する資機材の統一化で、基本的なスペアパーツは中央修理工場に主要部品

の在庫があり台帳管理がなされている。 

 しかし、購入財源が確保されていないため、TWRMEB の財政的支援をうけつつ GTZ の打

出したサービスフィーの徴収制度と、その配分、購買計画を尊重する。 

 レベル 1は、水委員会と水管理委員会の協力のもと WWRMO を介して必要な手配を行う。 

 レベル 2は、水委員会、水管理委員会と WWRMO が TERMEB の協力を得つつ手配を行う。 

 上記にかかる技術の修得のため EWTEC、他ドナーとの連携を図る。 

 

（イ）給水組織運営のマネジメント体制 
 プロジェクト地域の運営維持管理体制は一部地域間格差があるものの、概ね良好に機

能している。      

 UAP達成を目標とするWB、UNICEF等の運営上の支援組織（Community Facilitation Team, 

Woreda Water Desk）との連携を図る。 

 WWRMO 内のコミュニティ支援担当の活動支援体制を再検討し、コミュニティ支援活動

の中核的な位置づけとする。 

 村落レベルでは水管理委員会が各水委員会と上部の組織との窓口的な役割を果たし、

村落内の各水委員会間が公平にサービスを受け、それぞれの能力が均一となるよう調

整する。 

 コミュニティ支援にかかる技術の修得のため EWTEC、地域コンサルタントとの連携を

図る。 

 

（ウ）水委員会の活動支援 

 水委員会による運営維持管理は一部の村落を除いて有効に機能していると考えられ

る。 

 従って現行のシステムを 大限に活用し、更に地域間による能力差を是正する措置を

講じるとともに現体制の強化を行う。 
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具体的には WWRMO 内のコミュニティ支援担当による教育、啓蒙活動の実施であり、そのサポ

ートを TWRMEB が主体となって計画、実施する。 

図 ３.３０ 運営維持管理体制 

水管理委員会（VWC） 

• 代表 （1 名） 
• 副代表 （1 名） 
• 会計管理 （1 名） 

水委員会（WC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ（2 名） 
• 集金係（2 名） 

水委員会（WC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ（2 名） 
• 集金係（2 名） 

水委員会（WC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ（2 名） 
• 集金係（2 名） 

TWRMEB/WWRMEO 

♦ 給水計画の策定 
♦ 住民運営・維持管理組織の形成 
♦ 衛生教育 
♦ 重故障の修理 

村落レベル 

実施機関レベル 

水委員会（WC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ （2 名） 
• 集金係 （2 名） 
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３-５ プロジェクトの概算事業費 

３-５-１ 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 16 億円となり、先に述べた

日本と「エ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、

次のとおり見積られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

（１）日本側負担 

概算事業費 約 1,386 百万円 

表 ３.４３ 日本側負担経費 

ティグライ州 98 村落（102 集落）の給水整備 

費目 概算事業費（百万円） 

施設 井戸建設、給水施設建設 945 

機材 
井戸改修用機材、揚水試験用機材、

作業・運搬用機材 
144 

1,088

実施設計・施工監理・技術指導 297

（２）「エ」国側負担経費 

表 ３.４４「エ」国側負担経費 

「エ」国側負担内容 金額（百万円） 

柵工 
12.5 

（1,460,274Birr） 

アクセス路整備工 
12.8 

（1,499,282Birr） 

電力供給一次配線工 
2.2 

（263,000Birr） 

施設建設の免税処置（輸入関税、VAT 等の税負担金） 
112.5 

（13,156,000Birr） 

機材調達の免税処置（輸入関税、VAT 等の税負担金） 
102.0 

（11,925,000Birr） 

銀行手数料 
0.7 

（82,000Birr） 

計 
242.7 

（28,385,556Birr） 

（３）積算条件 

1）積算時点    平成 21 年 9 月 

2）為替レート   1US$=\97.55 

                   1Birr=Y8.55 
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3）工期      A 国債 

4）その他     本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施される。 
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３-５-２ 運営・維持管理費 

３-５-２-１ 運営・維持管理費 

（１）レベル 1給水施設 

レベル 1給水施設の月間運営維持管理費を表 ３.４５に示す。 

社会経済調査の結果から一世帯当たりの平均所得の 5%10は 19 ブルである。従って表 ３.４５

で算出された維持管理費 3.8 ブルの費用負担についての問題はないと判断される。 

表 ３.４５ レベル 1給水施設 月間運営維持管理費 

No. 項目 単価 数量 金額 備考

① スペアパーツ購入費 850 1セット 850 単価：見積による

② ハンドポンプ修繕積立金 7,150 本体価格の5% 350 単価：見積による

③ 管理者人件費 150 1人・12ヶ月 1,800 単価：調査結果より

④ 巡回・点検費 100 2回/年 400 単価：局のjobｶｰﾄﾞに準拠

⑤ 交通費 70 2回/年×2時間（1往復） 280 単価：局のjobｶｰﾄﾞに準拠

⑥ 年間維持管理費用 3,680 合計　①～⑤

⑦ 月当たりの維持管理費用 307 ⑥÷12

⑧ 世帯あたりの負担費用/月 3.8 ⑦÷80世帯*1

*1 ハンドポンプ1箇所当りの利用者数400人、1世帯当たりの世帯人数を5人として算出

（施設1箇所当り、単位：ブル）

 

 

（２）レベル 2給水施設 

レベル 2施設の運営維持管理費は、対象集落に設置される動力ポンプの仕様により消費燃料

代（又は電力）が異なるため、対象集落毎に算出する。算出されたレベル２施設の月間運営維

持管理費用と水価の試算表を表 ３.４６に示す。運営維持費を考慮した水価はいずれの対象集

落でも現行の支払い水価であるジェリ缶あたり 0.1～0.15 ブルを下回っており、住民による費

用負担は特に問題ないと考えられる。 

なお、本件プロジェクトで採用する動力源は、発電機の利用を主体としながらも、維持管理

費の低減の観点から、商用電力の活用を先方政府に提案し、その結果 3施設で採用することに

している。下記の試算からは、商用電力の方が発電機利用に比べ 3割程度安価になる結果とな

っている。 

 

 

 

 

 

                                                           
10 世銀など国際機関では発展途上国の場合、水利用に係る出費は世帯収入の 3～7％程度としている。 
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表 ３.４６ レベル 2給水施設 月間維持管理費用と水価   

0.1ブル 0.15ブル

1 ゲルジェレ ゲルジェレ 1,758 0.01 0.1～0.15 11,250 16,875 18,254 商用電力利用

2 ウラ ウラ 8,424 0.08 0.1～0.15 5,900 8,849 13,430 発電機利用

ハデアルガ 4,204 5,488 8,232 8,780

カイ・タクリ 1,433 8,233 12,349 62,203

ヒルカ ヒルカ 4,115 6,173 12,803

アディアレバチェ アディアレバチェレ 8,233 12,349 18,295

バチエンルカタン バチェンルカタン 4,336 6,504 7,708

5 フォンデル フォンデル 4,914 0.09 0.1～0.15 3,429 5,144 13,716 発電機利用

6 ドドタ ドドタ 4,446 0.05 0.1～0.15 4,802 7,202 13,917 発電機利用

7 アラヴァ ハデイシキン 5,616 0.07 0.1～0.15 4,624 6,936 15,755 発電機利用

8 ゲンダァジョ ガマダティ 3,510 0.07 0.1～0.15 2,840 4,259 7,572 発電機利用

9 ハデイシキン タチュグベガラ 2,340 0.05 0.1～0.15 3,114 4,671 12,733 発電機利用

注1：月間必要維持管理費（発電機利用）＝燃料代×1.3（→30%の割増し分は管理者人件費、機材消耗品（動力ポンプ、発電機）、交換費、備品費用を想定）

月間必要維持管理費（商用電力利用）＝電気代×1.3（→30%の割増し分は管理者人件費、機材消耗品（動力ポンプ）、交換費、備品費用を想定）

注2：社会経済調査結果より

単位：ブル
集落名村落名施

設
Ｎ
ｏ．

月額必
要維持
管理費
(注1)

支払い
可能額
の合計
/1集落
(注2)

商用電力利用

月額徴収額の合計/
1集落

設定水価必要原価 現行の
水道料金

(注2)

備考水価
（ジェリー缶20Lあたり）

商用電力利用0.02

水料金設定の試算

0.02

0.1～0.15

0.1～0.15

3

4

ハデアルガ

4,545

 
 

３-５-２-２ 水価の試算 

レベル 2給水施設の運営維持管理費として、ジェリー缶当たりの水料金を 0.1 ブル、0.15 ブ

ルに設定した場合の月額徴収額と月額維持管理費用、社会経済調査から算出した住民の月間支

払い可能額を比較した（表 ３.４６参照）。その結果、住民の月間支払い可能額は、いずれも

月間維持管理費用を大きく上回っている。また、水料金を 0.15 ブルに設定した時の月額徴収

額は、すべての集落で月間維持管理費用を上回ることとなった。このことから、水価の設定額

は現行の価格水準で十分であり、経済状況から判断しても妥当な価格であると思われる。 

一方、レベル１給水施設は、燃料や電力を用いないため、かかる水価はレベル 2に比較して

安価である。そのため水価の設定額は、既存施設を参考に、世帯毎の月額あるいは年額徴収を

基本としつつ、各集落の経済状況に合わせた価格設定を行なうこととする。 

以下に、運営維持管理費用にかかるマネジメントの方法を示す。 
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１）現在の運営維持費管理は、水委員会が、①REST がイニシアチブをとって設立されたコミ

ュニティ基金銀行、もしくは②各水委員会個人による資金管理 が主体となって実施してい

る。基本的には、上記①等公共性のある銀行等に口座開設し修繕資金管理を行う事とするが、

村の近くに該当する資金口座が無い場合は水管理委員会、WWRMO の協議により柔軟な資金運

営・管理を認めることとする。 

２）井戸建設に先立って水管理委員会又は水委員会が運営維持管理準備資金として徴収し、口

座開設する。尚、水利用代金はその運営維持管理の必要性を十分説明の上、水利用料金の支払

いを義務付ける。また、コミュニティ教育において「安全で持続的な水源」の概念を十分説明

し、雨期、乾期の季節による維持管理費の不払い等が発生しない様指導する。 

３）村落には水料金を支払えない貧困家庭が存在する。水管理委員会と水委員会によってその

対策やフォローの方法を決定させ、貧困家庭でも水利用が出来るシステム（例えば、井戸回り

の清掃や水の運搬サポート等の使役作業を義務づける）を構築する。 

４）上記の基金はケアテーカーへのサラリー、資金管理のための移動コストを含むが、大規模

改修のための準備金として保管し、軽微な故障についてはその都度裨益住民から徴収すること

とする。 

 

３-６ 協力対象事業実施にあたっての留意事項 

エチオピア国側負担事項の円滑な実施を促進する上で特に留意する点は以下の通りである。 

1) 事業実施時の調達資機材にかかる諸関税の免除 

2) 商用電力の第一次配電工事の実施（予算の確保－本体着工前に完了） 

3) 井戸掘削、施設建設用地の取得（使用権の確保） 

4) 井戸建設資機材運搬道路の整備と建設（マンパワー、予算の確保） 

5) 州・郡レベルの給水分野にかかる技術者の能力向上 

6) 実施対象村落の住民組織の立上げと指導 

7) ソフトコンポーネント活動を実施する政府職員の予算と人員の確保 

8) 現地事務所スペースの確保 
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第４章  プロジェクトの妥当性の検証 

４-１ プロジェクトの効果 

プロジェクトが実施されることにより期待される効果は下表の通りである。 

表 ４.１ プロジェクト効果 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 

対象地域住民は慢性的

な水不足に苦しんでい

る。そのため水因性疾

患及び婦女子の水汲み

労働等の問題が深刻化

している 

水源開発を行い、給水

施設を建設する 

1)給水施設建設により

対象 10 群の給水人口

が 421,837 人 か ら

484,131 人（62,294 人

増加）に増加する。 

2)その結果、州の給水

率が現況の 33%から

「エ」国全体の平均を

上回る 38%に向上する。 

1)安全な水が安定して

供給されることによ

り、水因性の疾患が低

減され住民の健康が促

進される。 

2)水源がより近くな

り、水汲みの主要な担

い手である婦女子の労

働時間が軽減され、就

労可能年齢の女性約15

千人と約 17 千人の児

童11の社会進出や学習

時間の増加などが期待

できる。 

水源が少ない事に加え

井戸の改修計画が予定

通りに進まず、現況の

給水事情の悪化に拍車

をかかけている。 

井戸改修機材を調達す

る 

1)井戸改修用資機材の

導入により、今まで改

修不可能だった施設の

改修ができる。 

2)クレーン付トラック

の導入により、今まで

改修できなかったﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾟﾝﾌﾟの改修が促進さ

れる。 

既存井戸を改修するこ

とにより、井戸機能が

回復し、稼働率が改善

されることにより全体

の給水率が向上する。

州・ワレダ職員は村落

給水の運営維持につい

て経験と知識があるも

のの、役割が不明確で

ある。又地域住民の水

委員会の立上げ、管理

教育にマンパワーが不

足 

ソフトコンポーネント

を実施し、組織の明確

化と運営能力の向上を

図る。また、住民の啓

蒙・教育を実施する。

1)給水セクターにおけ

る運営維持管理体制が

明確化し、機能する。

給水にかかわる技術力

が向上する 

2)住民主体の維持管理

活動が実践される。 

住民のオーナーシップ

が醸造され、安全で衛

生的な水への理解が深

まる。結果として水因

性疾患対策などへの住

民の理解が進む。 

 

４-２ 課題・提言 

事業を実施するにあたって、今後特に以下の点に十分な配慮がなされることにより、本事業

はより円滑かつ効果的に運営されると考える。 

 

                                                           
11 人口比率より算出：ティグライ州における人口比率は、就労可能な女性；23.76％、就学児童；

27.85％（2007 年センサス） 
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４-２-１ 相手国側の取り組むべき課題・提言 

（１）アクセス道路の整備 

対象地域は山岳道路が多く集落に至る道路条件は悪い。さらに、非定常河川を横断する道路

（ワジ）が建設集落までの道路に点在しており、雨期には特に運搬事情が悪くなる可能性があ

る。又、井戸掘削地点は必ずしも幹線道路沿いにあるとは限らないので幹線道より掘削地点ま

での道路を確保しなくてはならない。州・ワレダ及びコミュニティによって搬入路の整備を事

業実施前に行うことは、円滑な作業実施のため重要である。エチオピア国側負担事項である主

掲題事項を事業実施 1ヶ月前までに完成させる必要がある。 

 

（２）商用電力の第一次配電 

対象事業には商用電力を利用する施設が含まれている。集落に近接するエリアまでの商用電

力の第一次配電は「エ」国負担事業である。現地調査時にこの点には十分説明・協議し、先方

政府がかかる予算の確保と工事を高いプライオリティを持って実施することとなった。円滑な

対応によりエチオピア電力公社が早期に第一次配電を完了させ、第二次配電工事が速やかに着

工できるよう準備される事が必要である。 

 

（３）免税措置の方法の確立 

 過去に実施されたプロジェクトの中には、十分に免税措置がとられずに、現地委託業者が免

税措置を受けられなかったケースもある。これは、小規模な購買に対して現地が柔軟に免税措

置が適応されなかった事、および、免税を受け入れやすい購買システムや体制を取れなかった

事とともに、先方機関が免税に係る予算処置を十分に準備できなかった事に起因する。実施の

際はこの点を考慮し、日本サイドの調達方法を十分吟味するとともに、適応にもれが無いよう

「エ」国政府の適切な対応を求める必要がある。 

 

（４）エチオピア側要員及び予算の確保 

事業実施やソフトコンポーネントにかかる政府職員の人員配置及びその活動のための予算

を確保のため、適切な措置をとることが必要である。 

 

（５）住民参加によるプロジェクトへの貢献 

施設を長期間運営維持管理するために住民が積極的に事業に参加しオーナーシップを醸造

する事が肝要である。そのためには、施設のフェンス敷設、村落内での新入路建設および配管

敷設補佐等軽微な作業に従事してもらえるよう住民との合意をとりつける必要がある。 

 

４-２-２ 技術協力・他ドナーとの連携 

高度な維持管理知識・マネジメント及び技術管理能力が要求されるレベル２村落を中心とし
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て維持管理にかかるコミュニティの教育・啓蒙活動を行う。本計画では、本調査結果を踏まえ

て、次のリソースを生かしつつ実効性の高い支援を行う。 

 

（１）「エチオピア・地下水開発・水供給訓練センター（EWTEC）」との連携 

EWTEC の協力に関しては、現段階ではプロジェクト実施時期が不明確であるため、詳細な日

程と内容を抽出出来ないが、2009 年からの 5年計画を参考に EWTEC による本計画への支援依頼

を行う。内容は概ね以下の通りである。 

♦ 州水資源・鉱山･エネルギー局(TWRMEB)技術者のレベル２施設修理の技術力向上のための

セミナー 

♦ ワレダ水資源・鉱山・エネルギー事務所（WWRMEO）技術者の技術力向上セミナー（主に

ハンドポンプの修理にかかる技術研修） 

♦ WWRMEO のコミュニティ・コーディネーターへのコミュニティ開発、衛生教育 

本計画は、EWTEC の新年度計画に盛り込む様提案し、時期、期間については EWTEC と協議し

て決定することとするが、基本的には建設前に実施し、教育を受けたスタッフが本計画実施時

に主体的に維持管理活動に係わる様に配慮する。 

 

（２）WB、UNICEF、REST 等の NGO、ドナーの支援システムとの連携 

基本設計調査の結果、対象地域での運営維持管理活動は概ね適切になされていると判断され

た。その理由として WB と UNICEF が組織計画を立案し、各州において人的リソースを配置して

積極的にサポートを行っている事もその要因である。従って、組織体制に関しては、現在実施

中の体制を堅持しつつ、支援によってさらに実施体制とそのフォローを確実・強固なものとす

る事を目標とする。 

 

４-３ プロジェクトの妥当性 

本調査結果に基づき、本プロジェクトの無償資金協力による実施は下記の点から妥当である

と判断される。 

 

① プロジェクトで建設される 94 の給水施設により、これまで安全な飲料水へのアクセスが

困難だった 91 村落において、安全で安定した飲料水が確保される。 

② プロジェクトで供与される井戸改修用資機材の導入により井戸施設が継続的に改修され、

上記新規水源とともにティグライ州の給水率向上に大きく貢献できる。 

③ 施設の運営・維持管理がエチオピア国側の予算と人材によって可能である。 

④ 本プロジェクトは、「エ」国の給水セクター戦略である UAP の給水目標達成に大きく貢献

するものであり、同国の国策と合致している。 

⑤ 国連が中心に進める MDGs のうち、給水率向上の達成に大きく貢献することができる。 

⑥ プロジェクトの実施により、環境面で負の影響を及ぼす可能性は低い。 
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４-４ 結論 

本計画は旱魃被害などで給水条件が困難な地域を対象として多数の給水施設建設しようと

するものである。それに加え、井戸改修用機材を調達してティグライ州の井戸改修計画が円滑

に進み、給水率の向上に寄与することを目的としている。また、これらの施設にかかる関連組

織、住民の運営維持管理能力をソフトコンポーネントの投入によって高め、円滑な給水設備の

長期に亘る運営維持管理とそれに対する自助努力を支援するものである。 

このような事業には、高度な工程管理と品質管理ならびに必要資材の調達管理が不可欠であ

る。このため無償資金協力を通して、我が国の高度な管理技術を投入することは極めて有意義

である。また、国家目標を達成するためのエチオピア国の自助努力を支援するために井戸改修

機材を供与することは、自助努力を支援する我が国が行う無償資金協力の理念とも合致し、か

つ MDGs の達成に向けた国際社会の支援動向とも合致するものである。 
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（１）事業化調査（2009 年 8 月 1 日～2009 年 9 月 3 日） 

１.１ 

No. 氏名 担当 所属 

1 佐々木 克宏 団長 国際協力機構 エチオピア事務所 
所長 

2 二見 伸一郎 援助計画 国際協力機構 エチオピア事務所 
所員 

3 佐伯 健 調査企画 国際協力機構 資金協力支援部 
実施監理第三課 

4 山下 修司 業務主任／ 
給水計画 

国際航業株式会社 国際協力事業部 
プロジェクトマネジメント部 

5 市川 建介 地下水開発 国際航業株式会社 国際協力事業部 
環境マネジメント部 

6 阿部 武司 施工・調達計画／ 
積算 

国際航業株式会社 国際協力事業部 
プロジェクトマネジメント部 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 調査行程 
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（１）事業化調査 

 

本件事業化調査団の調査日程は次のとおりである。 

 

（佐々木） （二見） （佐伯） (山下) (阿部) (市川)

1 8 1 土 移動（羽田-関空-ﾄﾞﾊﾞｲ)

2 2 日 移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ)

3 3 月 積算関連調査

4 4 火 積算関連調査

5 5 水 積算関連調査

6 6 木 積算関連調査

7 7 金 積算関連調査

8 8 土 移動（ｱﾃﾞｨｽ-ﾒｹﾚ）

9 9 日 現場踏査

10 10 月 現場踏査

11 11 火 現場踏査

12 12 水 現場踏査

13 13 木 現場踏査

14 14 金 現場踏査

15 15 土 移動（羽田-関空-ﾄﾞﾊﾞｲ) 移動（羽田-関空-ﾄﾞﾊﾞｲ) 現場踏査 移動（羽田-関空-ﾄﾞﾊﾞｲ)

16 16 日
移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ)、
JICA事務所打ち合わせ

移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ)、
JICA事務所打ち合わせ

移動（ﾒｹﾚ-ｱﾃﾞｨｽ）
移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ)、
JICA事務所打ち合わせ

17 17 月 積算関連調査
水資源省(MoWR)、窓口機関
（MoFED)表敬、

18 18 火 積算関連調査
移動（ｱﾃﾞｨｽ-ﾒｹﾚ）、
先方実施機関表敬・協議

19 19 水 TWRMEB協議 積算関連調査 MM(案）作成、現地調査

20 20 木 積算関連調査 現場踏査

21 21 金
TWRMEB協議・MM署名、先方機
関聞き取り

積算関連調査 現場踏査

22 22 土 積算関連調査 現場踏査

23 23 日 積算関連調査 移動（ﾒｹﾚ-ｱﾃﾞｨｽ）

24 24 月 TWRMEB協議 積算関連調査 移動（ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ-ﾄﾞﾊﾞｲ）

25 25 火 移動（ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ-ﾄﾞﾊﾞｲ） TWRMEB協議 移動（ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ-ﾄﾞﾊﾞｲ） 移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-関空-羽田)

26 26 水 移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-関空-羽田) TWRMEB協議 移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-関空-羽田)

27 27 木 TWRMEB協議

28 28 金 現地踏査

29 29 土 現地踏査

30 30 日 現地踏査

31 31 月 TWRMEB協議

32 9 1 火
移動（ﾒｹﾚ-ｱﾃﾞｨｽ）、
JICA事務所報告

33 2 水 移動（ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ-ﾄﾞﾊﾞｲ）

34 3 木 移動（ﾄﾞﾊﾞｲ-関空-羽田)

移動（ﾒｹﾚ-ｱﾃﾞｨｽ）、地下水開発・水供給訓練センター（EWTEC）視察

TWRMEB協議、現地踏査

TWRMEB協議・MM署名、現地踏査

コンサルタントJICA

地下水開発
施工計画／

積算
業務主任／
給水計画

水資源省(MoWR)、窓口機関；財務経済開発省（MoFED)表敬、

移動（ｱﾃﾞｨｽ-ﾒｹﾚ）、
ティグライ州水資源・鉱山・エネルギー局（TWRMEB）表敬・協議

日
数 調査企画団長 援助計画

TWRMEB協議、ティグライ州財務・経済開発局（BoFED)協議

現場踏査

現場踏査

日付
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（1）水資源省（Ministry of Water Resources） 
Mr. Asfaw Dingamo（Minister） 

 
（2）財務・経済開発省（Ministry of Finance and Economic Development） 

Mr. Tilahun Tadesse（Director） 
Ms. Asnagach Teferra（Team Leader） 

 
（3）ティグライ州水資源・鉱山・エネルギー局（Tigray Water Resource, Mines and Energy Bureau） 

Mr. Michael Tsehaya（Bureau Head） 
Mr. Solomon Abera（Deputy Bureau Head） 
Mr. Alemseged Mekonnen（Support Process Owner, Procurement Finance & Property Management） 
Mr. Haile Kidane（Support Process Owner, Development Planning） 

 
（4）ティグライ州財務・経済開発局（Tigray Bureau of Finance and Economic Development） 

Mr. Mearuf Nurhussien Mohamedzien（Bureau Head） 
 

（5）ラヤ・アゼボ郡水資源・鉱山・エネルギー事務所（Raya Azebo Woreda Water Resources Mines & 
Energy Office） 

Mr. Kflom Haile（Head, Administrator） 
 

（6）エンデルタ郡水資源・鉱山・エネルギー事務所（Enderta Woreda Water Resources Mines & Energy 
Office） 

Mr. Haile Selassies（Office Head） 

Mr. Mandere Teka（Head, Water Source Management） 

 
（7）エチオピア地下水開発・水供給訓練センタープロジェクトフェーズ３ 

鎌田 烈 総括 国際航業株式会社、技師長 
池本 壮彦  国際航業株式会社、技師 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 討議議事録（M/D）等 
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討議議事録（M/D-1/13） 
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M/D - 2/13 
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M/D - 3/13 
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M/D - 4/13 
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M/D – 5/13 

 



 

A-４-６ 

M/D – 6/13 

 



 

A-４-７ 

M/D – 7/13 

 



 

A-４-８ 

M/D – 8/13 

 



 

A-４-９ 

M/D – 9/13 
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M/D – 10/13 
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M/D – 11/13 
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